
特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

埼玉県川口市長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項
地方税の収納・滞納整理に関する事務では、事務の一部を外部業者に委託しているが、委託先によ
る不正入手、不正な使用等への対策として、特に業者選定の際に業者の情報保護管理体制を確認
するとともに、秘密保持契約を締結している。

[平成30年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

川口市　地方税の収納・滞納整理に関する事務　全項目
評価書

評価書番号

5

  令和5年3月1日

川口市は、地方税の収納・滞納整理に関する事務における特定個人情報
ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライ
バシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報
の漏洩その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を
講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいること
を宣言する。

 評価実施機関名



項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容



○

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 各課税システム

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満]

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 地方税の収納・滞納整理に関する事務

 ②事務の内容　※

地方税法その他の地方税に関する法律の規定に則り、課税された個人住民税、法人住民税、固定資産
税、都市計画税、軽自動車税、事業所税（以下「市税」という）の収納情報・滞納情報の管理、滞納整
理、消込、過誤納金の処理等を行う。

１．納税者が納付書等による納付を行った場合、市指定金融機関等からの領収済通知書により確認す
る。
２．納税者からの納付に過誤納がある場合、過誤納金を還付するため、納税者へ過誤納還付通知書を
送付し、納税者は川口市に口座振替依頼書を返送する。
３．２で得た口座情報を基に納税者へ過誤納還付金を振り込む。公金受取口座を希望する場合は中間
サーバ接続端末を使用し、口座登録・連携ファイル関係情報を取得する。
４．納税者が納期限に課税額の納付がない場合、納税者に対して督促・催告を行う。
５．滞納者の滞納処分に必要な情報（他機関の滞納状況、財産等）を取得するため、他機関に実態調査
を行う。
６．督促後、納税者からの納付がない場合は、滞納処分を執行する。
７．催告対象者のデータを納税催告センターに提供し、催告を行う。また、催告結果を納税催告センター
から受領し、折衝等の結果を滞納整理システムに入力を行う。
８．督促状・催告書発送対象者となる納税者のデータを委託業者へ送付し、対象者の帳票作成・印刷業
務を依頼する。
９．納税者は川口市に口座振替の申し込みをし、川口市は口座振替を行い、その結果を納税者へ通知
する。
１０．統合端末を使用し、他市町村の住民基本台帳関連の情報を取得する。

 ①システムの名称 収納管理システム

 ②システムの機能

個人住民税システム、法人住民税システム、固定資産税・都市計画税システム、軽自動車税システム、
事業所税システム（以下「各課税システム」という）から連携される課税情報に基づき、納付された収納
データを管理する。

１．収納状況照会機能
　各課税データ毎の納付状況を照会する機能。

２．収納データの取り込み・管理機能
　納付書、口座振替、コンビニ納付、共通納税データをもとにした一括処理での消込処理を行う機能。

３．過誤納金の還付・充当処理機能
　納付による過誤納金が発生した場合にその還付、充当処理を行う機能。

４．督促対象者データの作成機能
　納期限を過ぎて２０日を経過しても納付の確認が取れない納税者に対して送付する督促状のデータを
作成する機能。

５．口座情報登録及び口座引落データの作成機能
　納税者から提出された口座振替申込書情報を登録する機能。また、納期限前に金融機関に送付する
引落情報のデータ作成を行う機能。

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1



）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 中間サーバ

[

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 団体内統合宛名システム

 ②システムの機能

１．中間サーバ連携機能
　東西クラウドセンターに設置される中間サーバと連携するための機能。
　　・送信データ作成機能、送受信管理機能
　　・庁内システムとの連携機能

２．統合データベース連携機能
　中間サーバとの連携に必要な情報を統合データベースから情報提供データベースに作成する機能。
　　・文字コード変換処理機能
　　・情報提供データベースのデータ自動作成機能
　　・宛名紐付自動作成機能

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2

 ①システムの名称 滞納整理システム

 ②システムの機能

収納管理システムから庁内連携システムを介して連携される収納情報に基づき、滞納となっているデー
タを管理する。主な機能は以下のとおり。

１．滞納状況の照会機能
　各課税データ毎の滞納状況を照会する機能。

２．催告書データの作成機能
　納税者に送付する催告書のデータを作成する機能。

３．照会資料作成機能
　金融機関や自治体等の他機関へ、納税者の実態調査を行うための照会資料を作成する機能。

４．滞納処分の入力及び進行管理機能
　差押や換価・取立等、納税者毎に滞納整理の情報を入力し、進行を管理する機能。

５．催告対象データ作成及び結果反映機能
　月次で納税催告センターに提供する催告対象データを作成する機能。
　また、オペレーターと納税者との折衝記録を月次で納税催告センターから受取り、システムに反映させ
る機能。

６．滞納者データの作成機能
　月次で納税者の滞納状況を一括で抽出する機能。

７．納税相談等の折衝による経過記録の登録機能
　納税相談の内容や文書送付、その他必要と思われる項目をシステムに記録する機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等



] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

 システム5

 ①システムの名称 中間サーバ

 ②システムの機能

１．符号管理機能
　符号管理機能は情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人
を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。

２．情報照会機能
　情報照会機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び
情報提供受領（照会した情報の受領）を行う機能。

３．情報提供機能
　情報提供機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情
報（連携対象）の提供を行う機能。

４．既存システム接続機能
　中間サーバと既存システム、団体内統合宛名システム及び住基システムとの間で情報照会内容、情
報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携するための機能。

５．情報提供等記録管理機能
　特定個人情報（連携対象）の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能。

６．情報提供データベース管理機能
　特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。

７．データ送受信機能
　中間サーバと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携するための機能。

８．セキュリティ管理機能
　特定個人情報（連携対象）の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与さ
れている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム(インターフェイス
システム)から受信し情報提供ネットワークシステム配信マスター情報を管理する機能。

９．職員認証・権限管理機能
　中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報（連
携対象）へのアクセス制御を行う機能。

１０．システム管理機能
　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。

[ ○ ] その他 （ 各基幹系業務システム ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 共通基盤システム（庁内用連携システム）

 ②システムの機能

１．統合データベース機能
　各業務システム間で必要となる連携データを一括管理し、各業務システムへ提供する機能。

２．共通データベース機能
　業務システム共通で使用するコード変換辞書等の共通データを一元管理し、各業務システムへ提供す
る機能。

３．バッチマスター機能
　統合データベースのテーブルを複製し、各業務システムのバッチ処理向けに提供する機能。

４．共通機能
　利用者が業務システムを利用する際に、共通的に必要となる機能。

５．運用管理機能
　基幹系システム全体のジョブ管理・システム監視・サーバ資源管理を行う機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[



）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム7

 ①システムの名称 既存住民基本台帳システム

 ②システムの機能

１．住民基本台帳の記載機能
　転入、出生、職権等により住民基本台帳に新たに住民を記載(住民票を作成)する機能。

２．住民基本台帳の記載変更機能
　住民基本台帳に記載されている事項に変更があったときに、記載内容を修正する機能。

３．住民基本台帳の消除処理機能
　転出、死亡、職権等により住民基本台帳から住民に関する記載を消除(住民票を除票)する機能。

４．住民基本台帳の照会機能
　住民基本台帳から該当する住民に関する記載(住民票)を照会する機能。

５．帳票の発行機能
　住民票の写し、住民票記載事項証明書、転出証明書、住民票コード通知票等の各種帳票を発行する
機能。

６．住民基本台帳の統計機能
　異動集計表や、人ロ統計用の集計表を作成する機能。

７．住民基本台帳ネットワークシステムとの連携機能
　国、県、他自治体と住民基本台帳ネットワークシステムを介して連携する機能。

８．法務省との連携機能
　外国人住民票の記載等に応じて、市町村通知の作成および法務省通知の取込等の連携を行う機能。

９．戸籍情報システムへの連携
　住民票の記載等に応じて、戸籍情報システムへ附票情報等を連携する機能。

] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム6

 ①システムの名称 税宛名管理システム

 ②システムの機能

１．宛名情報更新機能
　住登外者（転出者、死亡者等も含む）及び法人における宛名情報を更新する機能。

２．個人番号・法人番号登録機能
　住登外者（転出者、死亡者等も含む）及び法人における番号を共通基盤システム内におけるテーブル
に更新する機能。

３．番号真正性確認機能
　番号の真正性確認のため、個人番号及び法人番号を検索する機能。

４．番号検索表示機能
　番号及び識別番号により番号紐付情報、住登外番号紐付情報、法人番号紐付情報、住登外名寄情報
等を検索する機能。

５．番号名寄機能
　共通基盤システム内における住登外番号紐付情報テーブル、法人番号紐付情報テーブル、住登外名
寄情報テーブル等に個人番号及び法人番号と宛名番号との親子関係を紐付け、更新する機能。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

] 庁内連携システム



] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 収納管理システム ）

] 税務システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム9

 ①システムの名称 固定資産税・都市計画税システム

 ②システムの機能

１．課税計算機能
　評価額を基に、各種特例、軽減等を適用させ、課税標準額、税額等を算出し納税通知書を作成する機
能。
　年度ごとに土地・家屋の物件を管理し、路線価格から評価額、課税標準額、税額を特例、軽減などを
加味して算出し、その結果を名寄せし納税通知書を作成する機能。

２．更正機能
　課税したものについて更正が生じた場合に、データを修正し新たに課税計算を行う機能。

３．帳票出力機能
　納税通知書、更正決定通知書、償却資産申告書、さらには名寄帳、課税明細等の各種帳票類を出力
する機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 収納管理システム

] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム8

 ①システムの名称 個人住民税システム

 ②システムの機能

１．当初課税前処理機能
　課税客体の把握および関係者への通知を行い、申告受付の準備を行う機能。

２．当初異動処理機能
　給与支払報告書・年金支払報告書・確定申告書・住民税申告書の各課税資料の登録およびチェックを
行う。また、各資料データの合算を行い、当初データを作成する機能。

３．当初課税処理機能
　合算されたデータをもとに課税計算を行い、特別徴収義務者及び納税義務者に税額決定通知書及び
納付書を出力する機能。

４．更正処理機能
　当初課税処理確定後の異動情報を入力し、決議書・変更通知書等を出力する機能。

５．照会・発行処理機能
　課税資料及び課税内容にかかる各種データの照会と証明書の即時発行を行う機能。

６．扶養・専従者管理処理機能
　配偶者・扶養および専従者情報の管理を行い、個人課税データとの整合性をチェックする機能。

７．統計処理機能
　個人課税データを集計、端数処理、突合チェックを行い、課税状況調の各表を出力する機能。

８．年金特別徴収管理機能
　eLTAXを経由して年金保険者と連携し、年金特別徴収対象者情報等のデータを登録管理する機能。

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[



）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 収納管理システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム11

 ①システムの名称 法人住民税システム

 ②システムの機能

１．当初課税処理機能
　申告書の内容に基づき、システム入力を行い税額を確定する機能。

２．台帳異動処理機能
　法人届出書に基づき、法人情報の登録およびチェックを行う機能。

３．修正・更正処理機能
　当初申告から変更があった場合、税額の修正・更正を行う機能。

４．帳票出力機能
　申告書の印字、更正決定通知書、減免通知書等の出力を行う機能。

５．統計処理機能
　課税データを集計し、課税状況調等の各表を出力する機能。

６．照会・発行機能
　各種データの照会と証明書の即時発行を行う機能。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

 システム10

 ①システムの名称 軽自動車税システム

 ②システムの機能

１．当初課税前処理機能
　納税通知書作成のための当初課税と、課税客体確定のための全期調定を行う機能。

２．随時課税処理機能
　当初課税以外の時期に課税要件の成立が判明した場合、随時課税するもの機能。

３．課税異動処理機能
　課税が成立した後、課税要件を欠くことが判明した場合、減額の課税決定等を行う機能。

４．照会・発行処理機能
　各種データの照会と証明書の即時発行を行う機能。

５．宛名処理機能
　送付先設定として他システム（住民基本台帳システム、税宛名管理システム）によらない宛名設定をす
るもの機能。

６．統計処理機能
　課税データを集計し、課税状況調の各表を出力する機能。

７．課税支援連携処理機能
　課税支援システムへの連携を行うための連携ファイルを作成する。また、課税支援システムから連携
ファイルを受取り、データベースへ更新する機能。



 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）
第９条第１項　別表第１の１６項
・地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別
法人事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第四号）による地方税若しくは特別法人事業税の賦
課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務で
あって主務省令（※注）で定めるもの
※注・・・番号法別表第１の主務省令で定める事務を定める命令第１６条

・番号法整備法により、地方税法、国税通則法、所得税法の一部が改正され、税務関係書類に個人番
号の記載を求める措置が講じられている。

 ３．特定個人情報ファイル名

（１）収納管理システムファイル
（２）滞納整理システムファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性 市税の収納及び滞納整理を行う際、各個人の収納状況並びに調査結果を正確に把握する必要がある。

 ②実現が期待されるメリット
市税の収納及び滞納整理事務に伴う実態調査等を行う場合において、特定個人情報を利用する場合、
転出先の住所・所得等の本人情報を正確かつ迅速に把握でき、効率的な徴収及び滞納整理事務が期
待できる。

] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 収納管理システム ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム12

 ①システムの名称 事業所税システム

 ②システムの機能

１．当初申告処理機能
　申告書の情報を基に、システム入力を行い税額を確定する機能。

２．修正・更正処理機能
　当初申告に誤りが発覚した場合、税額の修正・更正を行う機能。

３．帳票出力機能
　申告書印字出力、更正決定通知書、減免通知書等の出力を行う機能。

４．統計処理機能
　課税データを集計し、課税状況調等の各表を出力する機能。

５．照会・発行機能
　各種データの照会と証明書の即時発行を行う機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[



 ８．他の評価実施機関

　－

 ②法令上の根拠

【別表第２における情報提供】
・番号法第１９条第７号（別表第２の第３欄（情報提供者）が「市町村長」のうち、第４欄（特定個人情報）
に「地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の
基礎となる事項に関する情報」が含まれる項）
１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２３、２６、２７，２８、２９、３１、３４、３５、３７、３９、４０、４２、４８、５
４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７１、７４、８０、８４、８７、９１、９２、９４、９７、１０
１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０の項

【別表第２における情報照会】
・番号法第１９条第７号（別表第２の第１欄（情報照会者）が「市町村長」のうち、第２欄（事務）の「地方税
法その他のその他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条令に関する事務であって主務省
令で定めるもの」を処理するために第３欄（情報提供者）に対し、第４欄（特定個人情報）の提供を求める
ことができるとされている項）
２７の項

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 川口市　理財部　納税課、 税制課

 ②所属長の役職名 納税課長、税制課長

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する ]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定



 （別添1） 事務の内容

共通基盤（庁内連携）システム

業務システム連携情報

宛名情報

滞納整理システム 収納管理システム

軽自動車税システム

２－①
２－②

税宛名管理システム

住民基本台帳

ネットワークシステム

市町村ＣＳ

１－⑩

各課税システム

（個人住民税システム、法人住民税システム、

事業所税システム、固定資産税・都市計画税

システム）

１－⑪

個人番号を含まない流れ

（システム連携）

個人番号を含む流れ

納税課

２－④

統合端末

１－⑩

１－⑩

個人番号を含まない流れ

（手入力）

納 税 者

１－⑨
他機関

（税務署・市町村・

金融機関等）

外部

１－②

１－④

帳票作成・

印刷委託先業者

１－⑧

１－①

金融機関・郵便局・

コンビニエンススト

ア・共通納税システ

１－①

１－④

１－⑥

１－⑦

納税

催告センター

１－⑦

１－⑧

１－⑤

２－⑤

既存住民基本台帳システム２－⑥

２－③

業務システム連携情報

２－⑦

団体内統合宛名システム

各業務情報提供情報

送受信管理情報

中間サーバ接続端末

中間サーバ

情報提供ネットワークシステム （他団体）中間サーバ

２－⑧ １－③

１－③

１－③

１－③

１－③



（備考）

≪業務内容≫　事務の全体の流れを示すもので収納・滞納業務に関わる職員が行わない事務も以下では示している。

１．事務の流れ
①　納税者が納付書等による納付を行った場合、市指定金融機関等からの領収済通知書により確認する。
②　納税者からの納付に過誤納がある場合、過誤納金を還付するため、納税者へ過誤納還付通知書を送付し、納税者は川口市に口
座振替依頼書を返送する。
③　②で得た口座情報を基に納税者へ過誤納還付金を振り込む。公金受取口座を希望する場合は中間サーバ接続端末を使用し、口
座登録・連携ファイル関係情報を取得する。
④　納税者が納期限に課税額の納付がない場合、納税者に対して督促・催告を行う。
⑤　滞納者の滞納処分に必要な情報（他機関の滞納状況、財産等）を取得するため、他機関に実態調査を行う。
⑥　督促後、納税者からの納付がない場合は、滞納処分を執行する。
⑦　催告対象者のデータを納税催告センターに提供し、催告を行う。また、催告結果を納税催告センターから受領し、折衝等の結果を滞
納整理システムに入力を行う。
⑧　督促状・催告書発送対象者となる納税者のデータを委託業者へ送付し、対象者の帳票作成・印刷業務を依頼する。
⑨　納税者は川口市に口座振替の申し込みをし、川口市は口座振替を行い、その結果を納税者へ通知する。
⑩　統合端末を使用し、他市町村の住民基本台帳関連の情報を取得する。
⑪　⑩で得た情報を税宛名管理システムへ手入力を行う。

２．連携データの流れ
①　収納管理システムは共通基盤（庁内連携）システムから宛名・課税情報等の取得をし、収納情報の更新を行う。
②　滞納整理システムは共通基盤（庁内連携）システムから宛名・課税・収納情報等の取得をし、滞納処分情報の更新を行う。
③　各課税システム、軽自動車税システムは共通基盤（庁内連携）システムから宛名情報等の取得をし、課税情報の更新を行う。
④　収納管理システムは各課税システムから課税情報の取得をし、収納情報の更新を行う。
⑤　税宛名管理システムは共通基盤（庁内連携）システムへ住登外情報等の更新を行う。
⑥　既存住民基本台帳システムは共通基盤（庁内連携）システムへ住民基本台帳関連情報等の更新を行う。
⑦　共通基盤システムから団体内統合宛名システムへ地方税情報を送信する。
⑧　団体内統合宛名システムより個人番号と団体内統合宛名番号とのペアデータを中間サーバに送信する。



] 健康・医療関係情報] 地方税関係情報

] 年金関係情報

] 児童福祉・子育て関係情報

[ ○

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

 ⑥事務担当部署 納税課、税制課

 その妥当性

１．個人番号及びその他識別情報並びに４情報：納税義務者を正確に特定するために保有。

２．連絡先（電話番号等）：市税について本人へ連絡するために保有。

３．地方税関係情報：収納要件を確認するために保有。

４．年金関係情報：年金保険者より納付される年金特別徴収税額の納付データを受領するために保有。

５．口座関連情報：口座振替を申し込みをしている納税者の引落データを作成するために保有。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２８年１月１日

[ ○ ] その他 （

[

[

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○

口座関連情報

] 災害関係情報

] 学校・教育関係情報

 ②対象となる本人の数 [ 100万人以上1,000万人未満

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

（１）収納管理システムファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

] 個人番号対応符号 [ ○

・連絡先等情報

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ [

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[

・業務関係情報

[

[

 ③対象となる本人の範囲　※ 納税義務者及び課税調査対象者

 その必要性 公平・公正な収納業務を目的としているため、必要な範囲の特定個人情報を保有する。

 ④記録される項目 [ 100項目以上

[ ○

[

[ ] 医療保険関係情報 [

）

3） 50項目以上100項目未満
1） 10項目未満

4） 100項目以上
2） 10項目以上50項目未満

＜選択肢＞

]

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 障害者福祉関係情報

[ ○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）



還付・充当および督促

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 日本年金機構 ）

）

] 本人又は本人の代理人

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日

 ⑧使用方法　※

以下の収納事務で使用する。

１．収納状況の照会
　各課税データ毎の納付状況を照会する。

２．収納データの取り込み・管理
　納付書、口座振替、コンビニ納付、共通納税データをもとにした一括処理での消込処理を行う。

３．過誤納金の還付・充当処理、還付・充当通知書の作成
　納付による過誤納金が発生した場合にその還付、充当処理を行う。

４．督促対象者データの作成
　納期限を過ぎて２０日を経過しても納付の確認が取れない納税者に対して送付する督促状のデータを
作成する。

５．口座振替希望者の口座情報登録および口座引落データの作成
　納税者から提出された口座振替申込書の入力を行う。また、納期限前に金融機関に送付する引落情
報のデータ作成を行う。

 情報の突合　※
本人確認の際、収納管理システムファイルの氏名・住所・生年月日と突合させ、確認する。
口座振替依頼書や納税証明書の交付申請の際に、記載されている課税通知書番号・氏名・住所を収納
管理システムファイルと突合させる。

 情報の統計分析
※

市税の収納に関する統計分析は行うが、特定の個人を判別しうるような情報の統計や分析は行わな
い。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

納税課、市民税課、固定資産税課、税制課、特別債権回収課
芝支所、新郷支所、神根支所、安行支所、戸塚支所、鳩ヶ谷支所、川口駅前行政センター

 使用者数 [ 100人以上500人未満

 ⑤本人への明示
地方税法第４５条の２～第４５条の３の３、第３１７条の２～第３１７条の３の３に明示している。また、他機
関、情報提供ネットワークシステム等を介した入手を行うことは番号法に明示されている。

 ⑥使用目的　※ 公平・公正かつ効率的な収納管理事務を行うため。

 変更の妥当性 　－

 ③入手の時期・頻度 必要な都度入手する。

 ④入手に係る妥当性 収納情報を適正に管理するため。

住民基本台帳ネットワーク

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム

（ 他市町村 ）

[ ○

[

[

[ ] 電子メール [

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融機関 ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人

（ 市民課、市民税課、固定資産税課



]

（ ）　件

＜選択肢＞
2） 委託しない1） 委託する

2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 専用線

）

 対象となる本人の
範囲　※

納税義務者及び課税調査対象者

 その妥当性 窓口での収納業務を効率的に行うために必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満 3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

 委託事項2

 ①委託内容 納税課窓口での収納業務

 ⑧再委託の許諾方法

原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合は、委託先より事前に書面による再委託
申請を受け付け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先におい
て、委託元自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられていることを確認し、内部における
決裁を経た後に承認することとする。

 ⑨再委託事項 処理運用スケジュールの作成支援及び処理前の事前検証等の作業支援

 ⑤委託先名の確認方法 川口市情報公開条例に基づく公開請求により委託契約書を確認することができる。

 ⑥委託先名 株式会社　日立システムズ　関東甲信越支社

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

再
委
託

納税課窓口収納業務委託

2） 再委託しない1） 再委託する]

＜選択肢＞

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

市役所の入退室管理された電算機室内にて、システムを直接操作する。

 対象となる本人の
数

[ 100万人以上1,000万人未満

 対象となる本人の
範囲　※

納税義務者及び課税調査対象者

 その妥当性
収納管理システムファイルの運用支援及び改修業務を実施するため、特定個人情報ファイル全体を対
象とする必要がある。

[ ○ ] その他 （

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ①委託内容 収納管理システム運用支援及び改修業務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

2

 委託事項1 収納管理システム運用支援・改修業務委託

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する

[
] フラッシュメモ
リ

[



][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 行っていない

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満

] 専用線

）

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度

[ ] その他 （ ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先1

 ①法令上の根拠

[

 ⑦時期・頻度

[ ] その他 （ ）

] 紙

] 電子メール [

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途

[ ] フラッシュメモリ [

1） 1万人未満
＜選択肢＞

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 提供先1

] 移転を行っている （ ） 件

[ ○

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件 [

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 川口市情報公開条例に基づく公開請求により委託契約書を確認することができる。

 ⑥委託先名 株式会社日環サービス

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他 （ 収納管理システム

] フラッシュメモ
リ

[ ] 紙



 ③消去方法

＜川口市における措置＞
・サーバ上の収納データは、システム内で年に１度削除処理を実行する。
・紙媒体は、文書規程で定められた保存年限を経過したものについて、溶解廃棄処分を行う。
・委託業務で使用した電子記録媒体については物理的に破壊する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プラット
フォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者におい
て、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊により完全に消去する。

＜選択肢＞

10） 定められていない

]

 ７．備考

　－

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜川口市における措置＞
生体認証を行っている電算機室のオートロック扉の内部。サーバへのアクセスにはID、パスワードの認
証が必要。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバ室
への入室を厳重に管理する。
・特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間 [ 20年以上 9） 20年以上
6） 5年
3） 2年

8） 10年以上20年未満
5） 4年
2） 1年

7） 6年以上10年未満
4） 3年
1） 1年未満

 その妥当性
地方税法第１７条の５に基づき、保存年限を７年保管と定めているが、時効の中断等滞納が継続する間
は、未納状況等の収納管理情報が必要であるため。また、固定資産税・都市計画税について、還付補
てんが生じる場合があるため。



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

収納管理ファイル

・収納情報
（１）自治体ｺｰﾄﾞ （２）収納ｷｰ１ （３）収納ｷｰ２ （４）履歴番号 （５）初期登録業務日時 （６）更新業務日時 （７）更新ｼｽﾃﾑ日時 （８）更新ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ名 （９）更新ﾕｰｻﾞID （１０）有効ﾌﾗｸﾞ （１１）決裁状態 （１２）旧自治体ｺｰﾄﾞ （１３）個人番号 （１４）賦課年度 （１５）税目ｺｰﾄﾞ （１６）対
象年度 （１７）通知書番号 （１８）期別ｺｰﾄﾞ （１９）事業年度開始年月日 （２０）事業年度終了年月日 （２１）申告区分ｺｰﾄﾞ （２２）連番 （２
３）期割区分 （２４）調定年度 （２５）会計年度 （２６）前納報奨金 （２７）車両登録ｷｰ （２８）車検区分ｺｰﾄﾞ （２９）減免ｺｰﾄﾞ （３０）期別調定
額 （３１）期別収納額 （３２）延滞金調定額 （３３）延滞金収納額 （３４）督促料調定額 （３５）督促料収納額 （３６）納期限 （３７）繰上前納
期限 （３８）納期変更ﾌﾗｸﾞ （３９）収納年月日 （４０）領収年月日 （４１）繰越時調定額 （４２）繰越時収納額 （４３）繰越調定額 （４４）繰越
年月日 （４５）不納欠損額 （４６）表示用税目ｺｰﾄﾞ （４７）表示用期月 （４８）随期ﾌﾗｸﾞ （４９）更正回数 （５０）収納回数 （５１）還付回数 （５
２）充当回数 （５３）口振不能回数 （５４）納通返戻設定ｶｳﾝﾀ （５５）納通返戻設定年月日 （５６）督促返戻設定ｶｳﾝﾀ （５７）督促返戻設定
年月日 （５８）納通発送年月日 （５９）督促発行年月日 （６０）更正年月日 （６１）国税更正年月日 （６２）更正届出年月日 （６３）更正請求
年月日 （６４）更正通知年月日 （６５）過誤納金発生事由ｺｰﾄﾞ （６６）法定納期限等 （６７）法定納期限 （６８）業務固有ｷｰ （６９）漢字業務
固有ｷｰ （７０）申告年月日 （７１）調定年月日 （７２）延長月数 （７３）重加算対象税額 （７４）納税計画対象額 （７５）納税計画状態ｺｰﾄﾞ
（７６）納税計画ｶｳﾝﾀ （７７）執行停止ｶｳﾝﾀ （７８）不納欠損ｶｳﾝﾀ （７９）差押ｶｳﾝﾀ （８０）参加差押ｶｳﾝﾀ （８１）交付要求ｶｳﾝﾀ （８２）繰上
徴収ｶｳﾝﾀ （８３）その他処分ｶｳﾝﾀ （８４）徴収猶予ｶｳﾝﾀ （８５）換価猶予ｶｳﾝﾀ （８６）滞納整理組合ｶｳﾝﾀ （８７）納税承継ｶｳﾝﾀ （８８）督
促停止ｶｳﾝﾀ （８９）催告停止ｶｳﾝﾀ （９０）納通公示ｶｳﾝﾀ （９１）督促公示ｶｳﾝﾀ （９２）電話催告停止ｶｳﾝﾀ （９３）時効中断年月日

・納付情報
（１）自治体ｺｰﾄﾞ （２）収納ｷｰ１ （３）収納ｷｰ２ （４）収納回数 （５）履歴番号 （６）初期登録業務日時 （７）更新業務日時 （８）更新ｼｽﾃﾑ日
時 （９）更新ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ名 （１０）更新ﾕｰｻﾞID （１１）有効ﾌﾗｸﾞ （１２）決裁状態 （１３）旧自治体ｺｰﾄﾞ （１４）宛名番号 （１５）賦課年度 （１６）税
目ｺｰﾄﾞ （１７）税目名称 （１８）税目名称略称 （１９）対象年度 （２０）通知書番号 （２１）期別ｺｰﾄﾞ （２２）事業年度開始年月日 （２３）事業
年度終了年月日 （２４）申告区分ｺｰﾄﾞ （２５）申告区分名称 （２６）申告区分名略称 （２７）連番 （２８）束番号 （２９）一連番号 （３０）期割
区分 （３１）納付表示区分ｺｰﾄﾞ （３２）帳票区分ｺｰﾄﾞ （３３）帳票区分名称 （３４）納組ｺｰﾄﾞ （３５）納組名称 （３６）口座区分ｺｰﾄﾞ （３７）口座
区分名称 （３８）前納報奨金 （３９）期別収納額 （４０）期別収納額内訳１ （４１）期別収納額内訳２ （４２）期別収納額内訳３ （４３）期別収
納額内訳４ （４４）期別収納額内訳５ （４５）期別収納額内訳６ （４６）延滞金収納額 （４７）督促料収納額 （４８）収納年月日 （４９）領収年
月日 （５０）還付台帳番号 （５１）還付台帳番号枝番 （５２）還付収納ｷｰ１ （５３）還付収納ｷｰ２ （５４）還付賦課年度 （５５）還付税目ｺｰﾄﾞ
（５６）還付税目名称 （５７）還付税目名称略称 （５８）金融機関ｺｰﾄﾞ （５９）金融機関名称 （６０）支店ｺｰﾄﾞ （６１）支店名 （６２）口座番号
（６３）預金種別ｺｰﾄﾞ （６４）預金種別名称 （６５）口座名義人氏名ｶﾅ （６６）支払金融機関ｺｰﾄﾞ （６７）支払金融機関名称 （６８）支払支店
ｺｰﾄﾞ （６９）支払支店名 （７０）住民区分 （７１）住民区分名称 （７２）個人法人区分 （７３）個人法人区分名称 （７４）世帯番号 （７５）編集
済氏名漢字 （７６）編集済氏名ｶﾅ （７７）宛名郵便番号 （７８）宛名住所ｺｰﾄﾞ （７９）宛名県名付加区分 （８０）宛名都道府県名漢字 （８１）
宛名市町村名漢字 （８２）宛名住所 （８３）宛名地番 （８４）宛名方書漢字 （８５）宛名地番数値１ （８６）宛名地番数値２ （８７）宛名地番
数値３ （８８）宛名行政区ｺｰﾄﾞ （８９）宛名行政区名称 （９０）生年月日 （９１）性別区分 （９２）性別名称 （９３）亡者ﾌﾗｸﾞ （９４）課ｺｰﾄﾞ （９
５）課名称 （９６）地区ｺｰﾄﾞ （９７）地区名称漢字 （９８）担当者ｺｰﾄﾞ （９９）担当者氏名漢字

・還付情報
（１）自治体ｺｰﾄﾞ （２）収納ｷｰ１ （３）収納ｷｰ２ （４）還付台帳番号 （５）還付台帳番号枝番 （６）履歴番号 （７）初期登録業務日時 （８）更
新業務日時 （９）更新ｼｽﾃﾑ日時 （１０）更新ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ名 （１１）更新ﾕｰｻﾞID （１２）有効ﾌﾗｸﾞ （１３）決裁状態 （１４）旧自治体ｺｰﾄﾞ （１５）賦
課年度 （１６）税目ｺｰﾄﾞ （１７）対象年度 （１８）通知書番号 （１９）期別ｺｰﾄﾞ （２０）表示用期月 （２１）宛名番号 （２２）事業年度開始年月
日 （２３）事業年度終了年月日 （２４）申告区分ｺｰﾄﾞ （２５）連番 （２６）会計区分ｺｰﾄﾞ （２７）還付処理状態ｺｰﾄﾞ （２８）還付原因区分ｺｰﾄﾞ
（２９）過誤納金発生事由ｺｰﾄﾞ （３０）還付通知済区分ｺｰﾄﾞ （３１）法定納期限 （３２）更正年月日 （３３）更正請求年月日 （３４）国税更正
年月日 （３５）歳償区分ｺｰﾄﾞ （３６）期別調定額 （３７）延滞金調定額 （３８）督促料調定額 （３９）発生時累計収納額 （４０）発生時累計延
滞金 （４１）発生時累計督促料 （４２）正当調定額 （４３）発生時収納額 （４４）発生時延滞金収納額 （４５）発生時督促料収納額 （４６）発
生時報奨金 （４７）発生時収納年月日 （４８）発生時領収年月日 （４９）発生還付加算金 （５０）納期限 （５１）還付先区分ｺｰﾄﾞ （５２）還付
先宛名番号 （５３）還付発生年月日 （５４）還付発生納付額 （５５）還付発生延滞金収納額 （５６）還付発生督促料収納額 （５７）還付処
理番号 （５８）削除ﾌﾗｸﾞ （５９）初回通知発行年月日 （６０）支払決議年月日 （６１）支払予定年月日 （６２）発行年月日 （６３）再発行年月
日 （６４）払込区分ｺｰﾄﾞ （６５）正当調定額内訳１ （６６）正当調定額内訳２ （６７）正当調定額内訳３ （６８）正当調定額内訳４ （６９）正当
調定額内訳５ （７０）正当調定額内訳６ （７１）発生時収納額内訳１ （７２）発生時収納額内訳２ （７３）発生時収納額内訳３ （７４）発生時
収納額内訳４ （７５）発生時収納額内訳５ （７６）発生時収納額内訳６ （７７）還付発生納付額内訳１ （７８）還付発生納付額内訳２ （７９）
還付発生納付額内訳３ （８０）還付発生納付額内訳４ （８１）還付発生納付額内訳５ （８２）還付発生納付額内訳６ （８３）還付決議起案
年月日 （８４）還付決議年月日 （８５）還付済年月日 （８６）充当済年月日 （８７）還付済納付額 （８８）還付済延滞金収納額 （８９）還付済
督促料収納額 （９０）還付済報奨金 （９１）充当済納付額 （９２）充当済延滞金収納額 （９３）充当済督促料収納額 （９４）還付済還付加
算金 （９５）充当済還付加算金 （９６）還付済納付額内訳１ （９７）還付済納付額内訳２ （９８）還付済納付額内訳３ （９９）還付済納付額
内訳４ （１００）還付済納付額内訳５ （１０１）還付済納付額内訳６ （１０２）充当済納付額内訳１ （１０３）充当済納付額内訳２ （１０４）充当
済納付額内訳３ （１０５）充当済納付額内訳４ （１０６）充当済納付額内訳５ （１０７）充当済納付額内訳６ （１０８）発生収納ｷｰ１ （１０９）
発生収納ｷｰ２ （１１０）発生宛名番号 （１１１）発生賦課年度 （１１２）発生税目ｺｰﾄﾞ （１１３）発生対象年度 （１１４）発生通知書番号 （１１
５）発生期別ｺｰﾄﾞ （１１６）発生表示用期月 （１１７）発生事業年度開始年月日 （１１８）発生事業年度終了年月日 （１１９）発生申告区分
ｺｰﾄﾞ （１２０）発生連番 （１２１）発生還付台帳番号 （１２２）発生還付台帳番号枝番 （１２３）特徴収納ｷｰ１ （１２４）特徴収納ｷｰ２ （１２５）
特徴還付台帳番号 （１２６）特徴還付台帳番号枝番 （１２７）時効年月日 （１２８）繰越還付未済納付額 （１２９）繰越還付未済延滞金収
納額 （１３０）繰越還付未済督促料収納額 （１３１）繰越還付未済還付加算金 （１３２）繰越時還付済納付額 （１３３）繰越時還付済延滞
金収納額 （１３４）繰越時還付済督促料収納額 （１３５）繰越時充当済納付額 （１３６）繰越時充当済延滞金収納額 （１３７）繰越時充当
済督促料収納額 （１３８）繰越時還付分還付加算金 （１３９）繰越時充当分還付加算金 （１４０）繰越年月日 （１４１）予算会計区分ｺｰﾄﾞ
（１４２）予算款ｺｰﾄﾞ （１４３）予算項ｺｰﾄﾞ （１４４）予算目ｺｰﾄﾞ （１４５）予算節ｺｰﾄﾞ （１４６）備考（１４７）連動済ﾌﾗｸﾞ



Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

（２）滞納整理システムファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 納税義務者及び課税調査対象者

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 公平・公正な滞納整理事務を行うにあたり、納税義務者の特定に必要なため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

１．個人番号及びその他識別情報並びに4情報：納税義務者を正確に特定するために保有。

２．連絡先（電話番号等）：市税等について本人へ連絡するために保有。

３．地方税関係情報：滞納処分，徴収猶予等の事務を行うために保有。

４．生活保護・社会福祉関係情報：生活保護受給情報等により、生活状況を把握するために保有。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２８年１月１日

[ ○ ] その他 （ 滞納者の財産情報、滞納者から聴取する内容等 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 納税課



（ 市民課、市民税課、固定資産税課 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 税務署（国税庁） ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融機関、生命保険会社 ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 他市町村 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
地方税法第４５条の２～第４５条の３の３、第３１７条の２～第３１７条の３の３に明示している。また、他機
関、情報提供ネットワークシステム等を通じた入手を行うことは番号法に明示されている。

 ⑥使用目的　※ 公平・公正かつ効率的な滞納整理事務を行うため。

 変更の妥当性 　－

住民基本台帳ネットワーク ）

 ③入手の時期・頻度 必要な都度入手する。

 ④入手に係る妥当性 滞納整理事務を適正に行うため。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

以下の滞納整理事務で使用する。

１．滞納状況の照会
　　各課税データ毎の滞納状況を照会する。

２．催告書データの作成
　　納税者に送付する催告書のデータを作成する。

３．金融機関や自治体等の他機関への照会資料作成
　　納税者の実態調査を行うための照会資料を作成する。

４．滞納処分の入力および進行管理
　　差押や換価・取立等、納税者毎に滞納処分の情報を入力し、進行を管理する。

５．納税催告センターへ提供する催告対象データ作成および結果反映
　　月次で納税催告センターに提供する催告対象データを作成する。また、オペレーターと
　納税者との折衝記録を月次で納税催告センターから受け取り、システムに反映させる。

６．滞納者データの作成
　　月次で納税者の滞納状況を一括で抽出し、ＣＳＶファイルで保存する。

７．納税相談等の折衝による経過記録の登録
　　納税相談の内容や文書送付、その他必要と思われる項目をシステムに記録する。

 情報の突合　※
本人特定のため、宛名番号を使用し、滞納管理システムファイルの氏名・住所と突合する。
本人確認の際、滞納管理システムファイルの氏名・住所・生年月日と突合させ、確認する。

 情報の統計分析
※

滞納者数、滞納額などの統計は行うが、特定の個人を判別し得るような情報の統計や分析は行わな
い。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

納税課、税制課、特別債権回収課、国保収納課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満

滞納者への滞納処分（差押、参加差押、交付要求）、徴収の緩和制度（徴収猶予、換価の猶予、滞納処
分の執行停止）及び延滞金の減免等。

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日



 ①委託内容 滞納管理システム運用支援及び改修業務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ 3 ）　件

 委託事項1 滞納整理システム運用支援・改修業務委託

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性
滞納整理システムファイルの運用支援及び改修業務を実施するため、特定個人情報ファイル全体を対
象とする必要がある。

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

納税義務者及び課税調査対象者

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法 川口市情報公開条例に基づく公開請求により委託契約書を確認することができる。

 ⑥委託先名 北日本コンピューターサービス株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

] 紙

[ ○ ] その他 （ 市役所の入退室管理された電算機室内にて、システムを直接操作する。 ）

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項 滞納管理システム運用支援及び改修業務の一部

 委託事項2～5

 委託事項2 納税催告センター

 ①委託内容 納税催告センターを設け、滞納者に対して催告を行う。

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合は、委託先より事前に書面による再委託
申請を受け付け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先におい
て、委託元自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられていることを確認し、内部における
決裁を経た後に承認することとする。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

滞納管理システムファイルのうち、催告対象者となるもの。

 その妥当性 催告業務を効率的に行うために必要である。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満



 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ⑤委託先名の確認方法 川口市情報公開条例第６条に基づく公開請求により委託契約書を確認することができる。

 ⑥委託先名 株式会社アイティフォー

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 滞納整理システム ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[ ] 紙

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項 催告業務

 委託事項3 納税課窓口収納業務委託

 ①委託内容 納税課窓口での収納業務

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合は、委託先より事前に書面による再委託
申請を受け付け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先におい
て、委託元自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられていることを確認し、内部における
決裁を経た後に承認することとする。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

納税義務者及び課税調査対象者

 その妥当性 窓口での収納業務を効率的に行うために必要である。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 川口市情報公開条例に基づく公開請求により委託契約書を確認することができる。

 ⑥委託先名 株式会社日環サービス

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 滞納整理システム ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法



[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [



 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜川口市における措置＞
生体認証を行っている電算機室のオートロック扉の内部。サーバへのアクセスにはID、パスワードの認
証が必要。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバ室
への入室を厳重に管理する。
・特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

＜川口市における措置＞
・サーバ上の滞納データは、システム内で年に１度削除処理を実行する。
・紙媒体は、文書規程で定められた保存年限を経過したものについて、溶解廃棄処分を行う。
・委託業務で使用した電子記録媒体については物理的に破壊する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プラット
フォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者におい
て、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。

 ７．備考

　－

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性 滞納が解消されるまで、納税者の収納状況を管理する必要があるため。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

滞納管理ファイル①

・住民属性取込情報
（１）氏名コード （２）個人・法人区分 （３）氏名（カナ） （４）氏名（漢字） （５）通称名（カナ） （６）通称名（漢字） （７）生年月日（設立日） （８）
異動年月日 （９）事業年度開始日 （１０）郵便番号 （１１）市内外区分 （１２）大字通称コード （１３）字丁目コード （１４）番地１ （１５）番地
２ （１６）番地３ （１７）番地４ （１８）住所 （１９）方書 （２０）自宅電話番号 （２１）携帯電話番号 （２２）ファックス番号 （２３）メールアドレス
（２４）業種コード （２５）住所設定日 （２６）役職コード （２７）担当者コード （２８）続柄コード（１） （２９）続柄コード（２） （３０）続柄コード（３）
（３１）解散事由 （３２）破産競売区分 （３３）異動事由コード （３４）異動事由年月日 （３５）法人代表者コード （３６）更新者コード （３７）更
新日 （３８）滞納整理班コード （３９）本籍地 （４０）法人代表者名

・送付先住所取込情報
（１）氏名コード （２）住所区分 （３）住所区分者氏名コード （４）個人・法人区分 （５）氏名（カナ） （６）氏名（漢字） （７）通称名（カナ） （８）
通称名（漢字） （９）送付先氏名（カナ） （１０）送付先氏名（漢字） （１１）郵便番号 （１２）市内外区分 （１３）大字通称コード （１４）字丁目
コード （１５）番地１ （１６）番地２ （１７）番地３ （１８）番地４ （１９）住所 （２０）方書 （２１）自宅電話番号 （２２）携帯電話番号 （２３）ファッ
クス番号 （２４）メールアドレス （２５）メモ欄 （２６）住所設定日 （２７）更新者コード （２８）更新日

・収納取込情報
（１）税目コード （２）氏名コード （３）年度 （４）年分 （５）通知書番号 （６）期別申告区分 （７）事業年度開始日 （８）税額 （９）納付額 （１０）
延滞金減免区分 （１１）延滞金 （１２）納付延滞金 （１３）充当督促料 （１４）納付督促料 （１５）納期限 （１６）法定納期限 （１７）督発日 （１
８）日計日 （１９）領収日 （２０）時効予定日 （２１）事業年度終了日 （２２）税割税額 （２３）均等割税額 （２４）納付税割税額 （２５）支払済
均等割税額 （２６）還付均等割税額 （２７）還付税割税額 （２８）還付税額 （２９）還付延滞金 （３０）還付督促料（３１）分納種別 （３２）分
納延滞金 （３３）延滞金計算申告区分 （３４）確定延滞区分 （３５）繰上納期限日 （３６）更新者コード （３７）更新日

・収納履歴取込情報
（１）税目コード （２）氏名コード （３）年度 （４）年分 （５）通知書番号 （６）期別申告区分 （７）事業年度開始日 （８）支払日 （９）日付枝番
（１０）調定・収納区分 （１１）事業年度終了日 （１２）調定異動コード （１３）収納種別区分 （１４）領収日 （１５）納期限 （１６）税額 （１７）税
割税額 （１８）均等割税額 （１９）未納額 （２０）督促料 （２１）加算金 （２２）備考 （２３）支払回（n回目） （２４）更新者コード （２５）更新日
（２６）収納状態 （２７）領収日区分 （２８）店舗コード （２９）事業所コード （３０）領収時刻 （３１）通知書番号 （３２）マルチペイメント確認番
号 （３３）マルチペイメントバーコード （３４）請求単位取りまとめキー （３５）口座区分 （３６）金融機関コード （３７）支店コード

・市（町）民税賦課取込情報
（１）氏名コード （２）年度 （３）年分 （４）通知書番号 （５）徴収区分 （６）特徴義務者徴収番号 （７）営業所得 （８）農業所得 （９）その他の
事業所得 （１０）利子所得 （１１）配当所得 （１２）不動産所得 （１３）給与収入 （１４）給与所得 （１５）年金収入 （１６）年金所得 （１７）一
時所得 （１８）雑所得 （１９）総合短期所得 （２０）総合長期所得 （２１）総所得金額 （２２）土地等譲渡所得（分離） （２３）短期譲渡所得
（２４）長期譲渡所得 （２５）山林所得 （２６）その他の所得 （２７）所得額合計 （２８）雑損控除 （２９）医療費控除 （３０）社会保険控除 （３
１）生命保険控除 （３２）損害保険控除 （３３）小規模企業共済控除 （３４）寄付金控除 （３５）本人控除 （３６）配偶者控除 （３７）配偶者特
別控除 （３８）基礎控除 （３９）扶養控除 （４０）障害者控除 （４１）同居特別障害控除 （４２）その他控除 （４３）控除額合計 （４４）総合所
得割（市区町村） （４５）総合所得割（都道府県） （４６）分離所得割（市区町村） （４７）分離所得割（都道府県） （４８）税額控除 （４９）税
額控除 （５０）差引所得割（市区町村） （５１）差引所得割（都道府県） （５２）均等割 （５３）均等割 （５４）年税額 （５５）年税額 （５６）特徴
税額 （５７）普徴税額 （５８）特徴・普徴合計税額 （５９）控配 （６０）老配 （６１）老人扶養（全体） （６２）老人扶養（同居） （６３）特定扶養
（６４）普通扶養 （６５）特別障害（全体） （６６）特別障害（同居） （６７）普通障害 （６８）本人特別障害 （６９）本人普通障害 （７０）本人老
年者 （７１）本人寡婦 （７２）本人特別寡婦 （７３）本人寡夫 （７４）本人夫有り （７５）本人勤労学生 （７６）家屋敷 （７７）資料区分 （７８）特
徴税額6月分 （７９）特徴税額7月分 （８０）特徴税額8月分 （８１）特徴税額9月分 （８２）特徴税額10月分 （８３）特徴税額11月分 （８４）特
徴税額12月分 （８５）特徴税額1月分 （８６）特徴税額2月分 （８７）特徴税額3月分 （８８）特徴税額4月分 （８９）特徴税額5月分 （９０）更
新者コード （９１）更新日 （９２）従業員状態 （９３）調定異動日

・法人税賦課取込情報
（１）氏名コード （２）年度 （３）年分 （４）通知書番号 （５）期別申告区分 （６）事業年度開始日 （７）事業年度終了日 （８）確定受付年月日
（９）修正申告提出日 （１０）修正申告期限日 （１１）法人税更正決定通知日 （１２）住民税更正通知日 （１３）更正対象受付年月日 （１４）
決定通知日 （１５）延長申告期限日 （１６）処理日 （１７）資本金 （１８）分割基準（全従者） （１９）分割基準（市従者） （２０）課税標準額
（２１）分割後の課税標準額 （２２）外国控除 （２３）管理番号 （２４）税率（税割額） （２５）税率（均等割・金額） （２６）更新者コード （２７）
更新日

・固定資産税賦課取込情報
（１）氏名コード （２）年度 （３）年分 （４）通知書番号 （５）土地（筆） （６）土地（筆） （７）土地面積 （８）土地面積 （９）土地評価額 （１０）土
地評価額 （１１）土地課税標準額 （１２）土地課税標準額 （１３）家屋（棟） （１４）家屋（棟） （１５）家屋面積 （１６）家屋面積 （１７）家屋評
価額 （１８）家屋評価額 （１９）家屋課税標準額 （２０）家屋課税標準額 （２１）償却資産課税標準額 （２２）算出税額 （２３）軽減税額 （２
４）減免税額 （２５）年税額 （２６）更新者コード （２７）更新日



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

滞納管理ファイル②

・軽自動車税賦課取込情報
（１）氏名コード （２）年度 （３）年分 （４）通知書番号 （５）車名 （６）車種 （７）車輌・標識番号 （８）車台番号 （９）原動機形式 （１０）課税
区分 （１１）登録日 （１２）廃車日 （１３）変更日（所有者） （１４）旧所有者氏名コード （１５）更新者コード （１６）更新日

・固定資産共有者取込情報
（１）氏名コード （２）物件区分 （３）資産番号 （４）共有者コード （５）共有者氏名 （６）共有者住所 （７）共有者方書 （８）異動日 （９）部屋
番号 （１０）持分分母 （１１）持分分子 （１２）更新者コード （１３）更新日

・固定資産償却物件明細取込情報
（１）氏名コード （２）年度 （３）年分 （４）通知書番号 （５）資産番号 （６）品名 （７）取得価格 （８）取得年月日 （９）耐用年数 （１０）課税標
準額 （１１）更新者コード （１２）更新日

・固定資産物件明細取込情報
（１）氏名コード （２）物件区分 （３）データ区分 （４）資産番号 （５）資産所在地・地番 （６）登録簿所在地・地番 （７）登録簿氏名 （８）登録
面積（１階） （９）登録面積（２階以上） （１０）登録面積（地下） （１１）登録面積（合計） （１２）現状面積（１階） （１３）現状面積（２階以上）
（１４）現状面積（地下） （１５）現状面積（合計） （１６）登記地目コード （１７）現状地目コード （１８）登記種類コード （１９）現状種類コード
（２０）現状画地 （２１）登記構造（主構造コード） （２２）登記構造（屋根構造コード） （２３）登記構造（地上階数） （２４）登記構造（地下階
数） （２５）現状構造（主構造コード） （２６）現状構造（屋根構造コード） （２７）現状構造（地上階数） （２８）現状構造（地下階数） （２９）家
屋特例コード （３０）家屋番号 （３１）家屋築年 （３２）評価額 （３３）課税標準額 （３４）物件異動日 （３５）更新者コード （３６）更新日

・督促状発送情報取込情報
（１）税目コード （２）氏名コード （３）年度 （４）年分 （５）通知書番号 （６）期別申告区分 （７）事業年度開始日 （８）文書種別 （９）文書発
送日 （１０）市内外区分 （１１）大字通称コード （１２）字丁目コード （１３）氏名（漢字） （１４）住所 （１５）方書 （１６）車輌・標識番号 （１７）
事業年度終了日 （１８）公示送達該当区分 （１９）公示送達理由コード （２０）更新者コード （２１）更新日

・名寄情報マスタ
（１）氏名コード （２）名寄せコード （３）代表者コード （４）世帯コード （５）関連者コード （６）更新者コード （７）更新日

・口座情報取込情報
（１）氏名コード （２）税目コード （３）開設日 （４）閉鎖日 （５）預金種別 （６）口座番号 （７）納付方法 （８）納税組合コード （９）納税組合名
（１０）金融機関コード （１１）金融機関名 （１２）金融機関支店コード （１３）金融機関支店名 （１４）名義人（カナ） （１５）備考 （１６）更新者
コード （１７）更新日

・発行抑止取込情報
（１）氏名コード （２）履歴番号 （３）支援種別 （４）受付年月日 （５）支援期間更新年月日 （６）設定年月日 （７）設定時刻 （８）解除年月日
（９）解除時刻 （１０）一時解除 （１１）一時解除設定年月日 （１２）一時解除設定時刻 （１３）一時解除解除年月日 （１４）一時解除解除時
刻 （１５）メモ （１６）申請区CD （１７）更新者職員番号 （１８）所属CD （１９）処理年月日 （２０）処理時刻 （２１）更新年月日 （２２）更新時
刻 （２３）最新フラグ （２４）入力区分 （２５）CARATS登録履歴



 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

　－

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容
・収納管理システム・滞納整理システムより取得する場合は、収納・滞納事務担当者以外は利用できな
いような仕組みが構築されている。
・申請書類は、鍵付保管庫に保管する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容 　－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・通知カード(番号法第７条)、個人番号カード(番号法第１７条)の提示を受け、本人確認を行う。
・写真入りの官公庁発行の身分証明書となるものの提示。
・写真なしの官公庁発行の資格証（保険証など）と住民基本台帳情報等の聞き取り。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・個人番号カードにより真正性の確認を行う。
・住民基本台帳ネットワークシステムで個人番号の真正性の確認を行う。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

特定個人情報の入力・修正・削除を行う際は、異動対象者や入力内容に誤りのないよう、２人以上の担
当者によるチェックを実施する。

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
・申請等する場合、利用目的及び記載内容について、説明した上で記載を求めている。
・アクセスログを記録することにより、不適切な方法での情報の入手を抑止している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

同上

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

１．住民からの入手
　住民等からの書面（口座振替申込書、徴収猶予申請書等）を受け付けする際は、本人確認により対象
者を確認し、書面に必要な情報のみを記載するよう説明及び確認を行う。

２．他部署からの入手
　対象者の宛名番号および氏名、生年月日、住所等を正確に突合し、別人と誤ることのないよう照会・回
答を行う。

３．他機関からの入手
　対象者の氏名、生年月日、住所等を正確に突合し、別人と誤ることのないよう照会・回答を行う。

 １．特定個人情報ファイル名

（１）収納管理システムファイル
（２）滞納整理システムファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]



3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容
・バックアップ以外にファイルを複製しないよう、職員・委託先に対し指導する。
・バックアップ処理の実行権限を持つ者を限定する。
・複製データで構築された特定個人情報を扱うシステムの操作認証は適切な方法で実施する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

　－

 リスクに対する措置の内容 全職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容 　－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である 2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 具体的な管理方法
異動退職等があった際に、納税課長、税制課長が業務上アクセスが不要となったIDやアクセス権を変更
又は削除する。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法 操作履歴（アクセスログ・操作者ログ）を記録する。

記録を残している[ 2) 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な管理方法
・納税課長、税制課長が業務ごとにアクセスできる権限を決め、システムに反映させている。
・人事異動等によりアクセス権限の変更を行った際は、変更した内容を帳票に出力し、アクセス権の失
効・追加等を再確認している。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法
ユーザIDによる識別とパスワード設定されたICカードによる認証を実施しており、認証後は利用機能の
認可機能により、そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限することで不正利用が行えない対
策を実施している。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない]

]

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

・番号利用業務以外の部門における住民記録の照会では、個人番号が参照できないような仕組みが構
築されている。
・収納管理システム・滞納整理システムに対して不要なアクセスができないよう、利用権限の設定等、適
切なアクセス制御対策を実施している。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

収納管理システム・滞納整理システムは、庁内連携システムを介して目的を超えた紐付けがなされない
よう、適切なアクセス制御がされている。

 その他の措置の内容
情報セキュリティポリシーに則し、特定個人惰報を取り扱う者に対して情報セキュリティに関する教育及
び研修を実施する。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞]



 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

　－

 具体的な方法
・契約時に委託先と秘密保持契約を締結し、その中で委託者及び再委託者が市の指示する事項につい
て約定し、再委託者の当該事務に関する行為について委託者が全ての責任を負うことを定めている。
・情報セキュリティポリシーの遵守を条件としている。

 その他の措置の内容 　－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 規定の内容

・データの秘密保持に関する事項。
・再委託の禁止又は制限に関する事項。
・情報資産の第三者への提示の禁止に関する事項。
・事故発生時における報告義務に関する事項。
・情報資産の保護状況の検査の実施に関する事項。
・前記各事項の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項。

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

消去の委託はしていない（情報資産は秘密保持契約により返還する旨規定されている）

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている] 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

秘密保持契約により提供を禁止している

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

秘密保持契約により提供を禁止している

 特定個人情報の消去ルール [ 定めていない

 具体的な制限方法
・ID、パスワードにより制限している。
・秘密保持契約を締結している。
・情報セキュリティポリシーの遵守を契約条件としている。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法
・操作履歴（アクセスログ・操作者ログ）を記録する。
・操作者による認証から認証解除を行うまでの間、監査証跡の記録を行う。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めていない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

・外部委託業者を選定する際、個人情報保護方針の策定、プライバシーマーク等の個人情報保護や対
策を目的として公共機関の認定・認証を取得しているか等を確認している。
・入札の通知を発送する際に、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関し必要な措置を講
じ、適正な管理を行うことを書面にて通知している。
・契約時には秘密保持契約 書を取り交わし、業務従事者名簿を提出することとしている。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]



 具体的な方法
庁内連携システムでは、システムを利用する場合、どの職員がどの特定個人情報をいつ誰に対し何の
ために提供したかがすべて記録される仕組みとなっている。また、庁内連携システムでは、個人情報の
保護に関する法律上認められる提供以外受付ないようにしている。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

－

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容
庁内連携システムでは本業務で保有する情報をすべて連携することはできず、番号法及び川口市個人
情報保護条例に基づき認められる情報のみしか移転できないよう、仕組みとして担保されている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
特定の権限者以外は情報照会・情報提供できず、また情報照会・情報提供の記録が逐一保存される仕
組みが確立した庁内連携システムを介してやりとりすることで、不適切な方法で特定個人情報がやりとり
されることを防止。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 その他の措置の内容
・情報セキュリティポリシーに則し、情報セキュリティに関する教育及び研修を実施する。
・違反行為を行った場合は、個人情報の保護に関する法律の罰則規定によリ措置を講じる。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

「情報資産利用依頼書」の提出を受け、番号法の条文に適合しているか否かを判断し、提供・移転を行
う。

定めている[ ] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞



 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

【中間サーバ・ソフトウェアにおける措置】
中間サーバは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けけられた照会対象に係る特定
個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるように設計されるため、安全性が
担保されている。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用ネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
・中間サーバと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信
を暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・情報照会機能（※1）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証
の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※2）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情
報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つま
り、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティ
リスクに対応している。
・中間サーバの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※1）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。

（※2）番号法別表第2及び第19条第14号に基づき事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提
供可能な特定個人情報をリスト化したもの。

（※３）中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情
報へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている



3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から
受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
②中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。
＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した
行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク）等を利用することにより、不適切な方法で提供されるリ
スクに対応している。
②中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信
を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務にはア
クセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、
漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
・既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
・情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
・中間サーバの職員認証・権限管理機能ではログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施
した職員、時刻操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特
定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバでしか復号できない仕組みになっている。その
ため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。
【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】
・中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用ネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応してい
る。
・中間サーバと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信
を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。
・中間サーバ・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・障害対応
等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

] 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜収納管理システムにおける措置＞
特定個人情報の提供・移転時には、情報照会・情報提供（どの端末・職員が、どの住民の情報について
いつ参照を行ったか）の記録をデータベースに逐一保存することで、不正な提供を防止する。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供
ネットワークシステムから入手し、中間サーバにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リス
トに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワーク
システムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した
情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
・特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定
し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定
個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
・中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライ
ン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う
機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞



]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情
報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に
特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備するこ
とで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ＜選択肢＞

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の
記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
・情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応
している。
＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク）等を利用することにより、安全性を確保している。
・中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確
保している。
・中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、
中間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
・特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい
等のリスクを極小化する。



＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群

]

]

] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

 その他の措置の内容 　－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法 生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施する。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし

 その内容 　－

 再発防止策の内容 　－

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし]

3） 十分に行っていない

 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容
・端末及び情報システムを使用するためには、IC カード、パスワードを組み合わせた複数の認証が必要
となるよう設定している。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

・特定個人情報ファイルにアクセスする業務用端末にセキュリティワイヤーをつけることで、情報資産を
容易に持ち出せないようにする。
・庁内連携システムは外部と直接接続できないようにしている。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない



 手順の内容

・保存年限の過ぎた特定個人情報については、システム上の削除処理を実施する。
・保存年限の過ぎた申告書・帳票等紙媒体の特定個人情報については、機密性を確保するために溶解
処理等を行い廃棄する。
・保存年限の過ぎた電子媒体の特定個人情報については、そのデータを消去し、電子媒体が壊れた場
合は、データが復元できないことを確認し廃棄する。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
収納管理システムへの連携はリアルタイムで行っており、異動情報は即座に置き換わる。
また、滞納整理システムへの連携は日次で行われている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

　－

 その他の措置の内容 　－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞



 具体的なチェック方法

 具体的な内容

＜川口市における措置＞
川口市情報セキュリティ監査実施要綱に基づき、中期計画及び年度計画を策定し、情報セキュリティ対
策の監査を実施することとしている。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 十分に行っている[ ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラ
シーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を
実現する。

＜川口市における措置＞
年１回、各部署においてチェックリストによる自己点検を実施し、職員等よる運用状況を確認している。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に
自己点検を実施している。

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

＜川口市における措置＞
・職員に対して、情報セキュリティポリシーに基づく研修や、個人情報保護に関する研修を実施している。
・委託業者に対しては、契約内容に秘密保持に関する規定を設けている。
・特定個人情報の取扱いに係る研修実施後、マイナンバー理解度テストを実施している。
＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施するこ
ととしている。
・中間サーバ･プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
＜選択肢＞

3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策



 ①連絡先
川口市総務部行政管理課情報公開文書係
川口市青木２-１-１
０４８-２５８-１６４１

 ②対応方法
・苦情受付時に苦情処理受付票を起票し、苦情に対する対応について記録を残す。
・情報漏洩等の事実確認を行うために、標準的な処理手順を定めている。

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
川口市総務部行政管理課情報公開文書係
川口市青木２-１-１
０４８-２５８-１６４１

 ②請求方法
個人情報の保護に関する法律第７６条第１項、第９０条第１項及び第９８条第１項に基づき、請求書に必
要事項を記載し、上記①へ提出。

川口市ホームページ上に、請求先、請求方法、請求書様式等を掲載（令和5年4月1日～）。 特記事項

税総合ファイル・滞納管理ファイル

川口市ホームページ（https://www.city.kawaguchi.lg.jp）（令和5年4月1日より掲載）

 ③手数料等

 ⑤法令による特別の手続

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ④個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイル名

 公表場所

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

　－

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞]

（手数料額、納付方法：
個人情報の開示等に係る手数料は無料。ただし、個人情報の写しの作
成費用は請求者が負担（白黒Ａ３版までは１枚１０円、その他実費相当
額）

　－

[

[

無料

行っている

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

）

]



4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞

特定個人情報保護評価指針の審査の観点に照らし、適合性及び妥当性ともに基準を満たしていると判
断、承認する。

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

　－
 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和２年７月１日（水）～令和２年７月３１日（金）の３１日間

川口市パブリック・コメント手続実施要綱に基づく意見募集を実施。
実施にあたっては、川口市広報紙・ホームページに意見募集案内を掲載。期間内は、評価書（案）を広く
閲覧できるよう、評価書（案）を情報政策課・納税課・税制課・市政情報コーナーへ設置するとともに、
ホームページに掲載する。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和２年６月３０日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容
意見の提出はなかった。

　－
 ⑤評価書への反映

令和２年８月３１日(月）

川口市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問

 ３．第三者点検



地方税の収納・滞納整理に関する事務における変更箇所一覧（令和２年度）

項目
番号

変更前
（公表済み評価書）

変更後

1 Ⅰ－１－② ４．滞納者の滞納処分に必要な情報を取得するため、他機関に実
態調査を行う。

４．滞納者の滞納処分に必要な情報（他機関の滞納状況、財産
等）を取得するため、他機関に実態調査を行う。

修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

2 Ⅰ－１－② ５．督促後、納税者からの納付がない場合は、滞納整理を執行す
る。

５．督促後、納税者からの納付がない場合は、滞納処分を執行す
る。

修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

3 Ⅰ－１－② ６．電話催告対象者のデータを納税コールセンターに提供し、催告
を行う。また、催告結果をコールセンターから受領し、折衝等の結
果を滞納整理システムに入力を行う。

６．催告対象者のデータを納税催告センターに提供し、催告を行
う。また、催告結果を納税催告センターから受領し、折衝等の結果
を滞納整理システムに入力を行う。

修正 委託業務名の変更による修正。

4 Ⅰ－１－② ７．督促状・催告書発送対象者となる納税者のデータを委託業者
へ送付し、督促状発送対象者の帳票作成・印刷業務を依頼する。

７．督促状・催告書発送対象者となる納税者のデータを委託業者
へ送付し、対象者の帳票作成・印刷業務を依頼する。

修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

5 Ⅰ－２－システム２－
②

５．架電データ作成及び結果反映機能
　月次で納税コールセンターに提供する架電データを作成する機
能。
　また、オペレーターと納税者との折衝記録を月次でコールセン
ターから受取り、システムに反映させる機能。

５．催告対象データ作成及び結果反映機能
　月次で納税催告センターに提供する催告対象データを作成する
機能。
　また、オペレーターと納税者との折衝記録を月次で納税催告セン
ターから受取り、システムに反映させる機能。

修正 委託業務名の変更による修正。

6 Ⅰ－２－(システム３) 団体内統合宛名システム
（略）

削除

※以降、システム番号を繰り上げる。

削除 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

7 Ⅰ－２－(システム５) 中間サーバ
（略）

削除 削除 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

8 Ⅰ－２－システム５ 住民基本台帳システム（既存住民基本台帳システム）
（略）

既存住民基本台帳システム
（略）

修正 システム名称を統一。

9 Ⅰ－５－法令上の根拠 ・地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査　（犯則
事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令（※注）で定
めるもの

・地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法
律（平成三十一年法律第四号）による地方税若しくは特別法人事
業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調
査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令（※
注）で定めるもの

修正 番号法改正による修正

位置 摘要

Ⅰ　基本情報



地方税の収納・滞納整理に関する事務における変更箇所一覧（令和２年度）

項目
番号

変更前
（公表済み評価書）

変更後位置 摘要

10 Ⅰ－６－② 【別表第２における情報提供】
・番号法第１９条第７号（別表第２の第３欄（情報提供者）が「市町
村長」のうち、第４欄（特定個人情報）に「地方税法その他の地方税
に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその
算定の基礎となる事項に関する情報」が含まれる項）
・１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２３、２６、２７，２８、２９、３
１、３４、３５、３７、３９、４０、４２、４８、５４、５７、５８、５９、６１、６
２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７１、７４、８０、８４、８７、９１、９
２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１３、１１４、
１１５、１１６、１１７、１２０の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命
令第１・２・３・４・６・７・８・１０・１２・１３・１６・１９・２０・２１・２２・２３・
２５・２７・２８・３１・３２・３３・３４・３５・３６・３７・３８・３９・４０・４３・４
４・４５・４７・４９・５０・５１・５３・５４・５５・５８・５９条

削除 削除 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

11 （別添１）事務内容 ・図（略）
・備考（略）

・図（略）
・備考（略）

修正 現行の運用に合わせた修正。

12 Ⅱ（１）－３－② [　〇　]電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [      ]電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） 修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

13 Ⅱ（１）－３－⑦－使用
者数

［　500人以上1,000人未満　］ ［　100人以上500人未満　］ 修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

14 Ⅱ（１）－４－委託事項
１－⑥

株式会社　日立製作所　関東支社　北関東支店 株式会社　日立システムズ　関東甲信越支社 修正 委託先業者の変更による修正。

15 Ⅱ（１）－４－委託事項
２－③

［　10人未満　］ ［　10人以上50人未満　］ 修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

16 Ⅱ（１）－５ [　○　] 提供を行っている（  56 ） 件
[　　　 ] 移転を行っている（      ） 件
[　　 　] 行っていない

[       ] 提供を行っている（  　 ） 件
[　　　 ] 移転を行っている（     ） 件
[　○　]  行っていない
削除(以下記載不要）

修正
削除

現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要



地方税の収納・滞納整理に関する事務における変更箇所一覧（令和２年度）

項目
番号

変更前
（公表済み評価書）

変更後位置 摘要

17 Ⅱ（１）－６－① ＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームはデータセンターに設置しており、
データセンターへの入館及びサーバ室への入室を厳重に管理す
る。
・特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

削除 削除 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

18 Ⅱ（１）－６ ③ ・委託業務で使用した電子記録媒体については物理的に破壊す
る。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施さ
れるため、通常、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う
事業者が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォー
ムの保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出
しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消
去する。

削除 削除 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

19 Ⅱ（２）－２－② ［　10万人以上100万人未満　］ ［　100万人以上1,000万人未満　］ 修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

20 Ⅱ（２）－３－② [　〇　]電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [      ]電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） 修正 委託先業者の変更による修正。

21 Ⅱ（２）－３－⑦－使用
部署

納税課、市民税課、固定資産税課、税制課、特別債権回収課、国
民健康保険課、芝支所、新郷支所、神根支所、安行支所、戸塚支
所、鳩ヶ谷支所、川口駅前行政センター

納税課、税制課、特別債権回収課、国保収納課 修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

22 Ⅱ（２）－３－⑦－使用
者数

［　50人以上100人未満　］ ［　100人以上500人未満　］ 修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

23 Ⅱ（２）－３－⑧－使用
方法

５．納税コールセンターへ提供する架電データ作成および結果反
映
　月次で納税コールセンターに提供する架電データを作成する。ま
た、オペレーターと納税者との折衝記録を月次でコールセンターか
ら受け取り、システムに反映させる。

５．納税催告センターへ提供する催告対象データ作成および結果
反映
　月次で納税催告センターに提供する催告対象データを作成する。
また、オペレーターと納税者との折衝記録を月次で納税催告セン
ターから受け取り、システムに反映させる。

修正 委託業務名の変更による修正。



地方税の収納・滞納整理に関する事務における変更箇所一覧（令和２年度）

項目
番号

変更前
（公表済み評価書）

変更後位置 摘要

24 Ⅱ（２）－４委託の有無 ［　　委託する　　］　（　　2　　）件 ［　　委託する　　］　（　　3　　）件 修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

25 Ⅱ（２）－４－委託事項
１－②－対象となる本
人の数

［　10万人以上100万人未満　］ ［　100万人以上1,000万人未満　］ 修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

26 Ⅱ（２）－４－委託事項
２－①

納税コールセンター
納税コールセンターを設け、滞納者に対して電話催告を行う。

納税催告センター
納税催告センターを設け、滞納者に対して催告を行う。

修正 委託業務名の変更による修正。

27 Ⅱ（２）－４－委託事項
２－④

[   　] 専用線
[ 　  ] 電子メール
[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
[ 　  ] フラッシュメモリ
[　   ] 紙
[ 　  ] その他（ 　　　　　　　　　　 )

[   　] 専用線
[ 　  ] 電子メール
[     ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
[ 　  ] フラッシュメモリ
[　   ] 紙
[ ○ ] その他（ 滞納整理システム )

修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

28 Ⅱ（２）－４－委託事項
２－⑥

株式会社ケー・デー・シー 株式会社アイティフォー 修正 委託先業者の変更による修正。

29 Ⅱ（２）－４－委託事項
３

－ 委託事項３の追加
納税課窓口収納業務委託
(以下略）

修正 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

30 Ⅱ（２）－５ [　○　] 提供を行っている（  56 ） 件
[　　　 ] 移転を行っている（      ） 件
[　　 　] 行っていない

[ 　    ] 提供を行っている（  　 ） 件
[　　　 ] 移転を行っている（     ） 件
[　○　]  行っていない
削除(以下記載不要）

修正
削除

現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

31 Ⅱ（２）－６－① ＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームはデータセンターに設置しており、
データセンターへの入館及びサーバ室への入室を厳重に管理す
る。
・特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

削除 削除 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）



地方税の収納・滞納整理に関する事務における変更箇所一覧（令和２年度）

項目
番号

変更前
（公表済み評価書）

変更後位置 摘要

32 Ⅱ（２）－６－③ ・委託業務で使用した電子記録媒体については物理的に破壊す
る。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施さ
れるため、通常、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う
事業者が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォー
ムの保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出
しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消
去する。

削除 削除 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

33 Ⅲ－５ [　　 　]提供・移転しない
（略）

[　〇　]提供・移転しない
削除(以下記載不要）

修正
削除

現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

34 Ⅲ－６ [　　 　]接続しない(入手）
[　　 　]接続しない(提供）
（略）

[　〇　]接続しない(入手）
[　〇　]接続しない(提供）
削除(以下記載不要）

修正
削除

現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

35 Ⅲ－７－⑨－その内容 【ケース１】　略
【ケース２】　略

【ケース１】を削除し、【ケース２】のみ掲載。 修正 事故発生から３年経過したため、
ケース１を削除するもの。

36 Ⅲ－７－⑨－再発防止
策の内容

【ケース１】　略
【ケース２】　略

【ケース１】を削除し、【ケース２】のみ掲載。 修正 事故発生から３年経過したため、
ケース１を削除するもの。

37 Ⅳ－１－①－具体的な
チェック方法

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームの運用に携わ
る職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施している。

削除 削除 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

38 Ⅳ－１－②－具体的な
内容

＜川口市における措置＞
（略）

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームについて、定
期的に監査を行うこととしている。

また、特定個人情報の取扱いに係る監査を定期的に行うこととして
いる。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞削除

修正
削除

・実際の実施状況に基づき記載。
・現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

Ⅳ　その他のリスク対策



地方税の収納・滞納整理に関する事務における変更箇所一覧（令和２年度）

項目
番号

変更前
（公表済み評価書）

変更後位置 摘要

39 Ⅳ－２－具体的な方法 ＜川口市における措置＞
（略）

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に
対し、セキュリティ研修等を実施することとしている。
・中間サーバ･プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等に
ついて研修を行うこととしている。

・特定個人情報の取扱いに係る研修実施後、マイナンバー理解度
テストを実施している。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞削除

修正
削除

・実際の実施状況に基づき記載。
・現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

40 Ⅳ－３ ＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ・プラットフォームを活用することにより、統一した設備
環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラ
シーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術
力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視
を実現する。

削除 削除 現行の運用に合わせた変更。
（ＰＩＡの再実施による見直し）

41 Ⅴ－１－②－請求方法 川口市個人情報保護条例第１５条に基づき、開示請求書に必要事
項を記載し、上記①へ提出。

川口市個人情報保護条例第１４条第1項、第２４条第１項及び第２
８条の３に基づき、請求書に必要事項を記載し、上記①へ提出。

修正 第１５条は「開示請求」に関する
条項であるため、開示・訂正・利
用停止請求のそれぞれについて
掲載するもの。

42 Ⅴ－１－③－手数料
額、納付方法

個人情報の開示等に係る手数料は無料。ただし、個人情報の写し
の作成費用は請求者が負担（1枚１０円、白黒Ａ３版まで）

個人情報の開示等に係る手数料は無料。ただし、個人情報の写し
の作成費用は請求者が負担（白黒Ａ３版までは１枚１０円、その他
実費相当額）

修正 詳細な説明を加えたもの。

43 Ⅵ－１－①
平成２７年５月２６日 令和２年６月３０日

修正 基礎項目評価実施日の変更（５
年経過による再実施）

44 Ⅵ－２－②
平成２７年７月１３日（月）～平成２７年８月１２日（水）の３１日間 令和２年７月１日（水）～令和２年７月３１日（金）の３１日間

修正 本再実施によるパブリックコメント
実施日の変更

45 Ⅵ－２－④
－ 意見の提出はなかった

修正 パブリックコメントの実施結果

45 Ⅵ－３－①
平成２７年９月１日 令和２年８月３１日

修正 本再実施による点検日の変更

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅵ　評価実施手続



（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

根拠となる主務省令を追加記
載するという形式的な変更で
あり、重要な変更には該当し
ない

平成28年10月18日

Ⅰ基本情報－４情報提供ネッ
トワークシステムによる情報連
携－②法令上の根拠

【別表第２における情報提供】　（追加）
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令第１・２・３・４・６・７・８・１０・
１２・１３・１６・１９・２０・２１・２２・２３・２５・２８・３
１・３２・３３・３４・３５・３６・３７・３８・３９・４０・４３・
４４・４５・４７・４９・５０・５１・５３・５４・５５・５８・５
９条

【別表第２における情報照会】　（追加）
番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令第２０条

事後

平成28年10月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要－（２）滞納整理システム
ファイル－４特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託－委託
事項２－③委託先における取
扱者数

10人未満 10人以上50人未満 事後
委託業者変更で、重要な変更
には該当しない

平成28年10月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要－（２）滞納整理システム
ファイル－４特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託－委託
事項２－⑥委託先名

トランスコスモス株式会社 株式会社セゾンパーソナルプラス 事後
委託業者変更で、重要な変更
には該当しない

平成29年10月25日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要－３特定個人情報の入手・
使用－④使用の主体－使用
部署

特別債権回収室 特別債権回収課 事後
組織改正による変更であり、
重要な変更には該当しない

平成29年10月25日

Ⅲリスク対策－７特定個人情
報の保管・消去－⑨過去３年
以内に、評価実施機関におい
て、個人情報に関する重大事
故が発生したか

発生なし 発生あり 事後
重大事故の発生により記載す
るもの。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年10月25日

Ⅲリスク対策－７特定個人情
報の保管・消去－⑨過去３年
以内に、評価実施機関におい
て、個人情報に関する重大事
故が発生したか－その内容

―

・個人情報を含む情報資産が保存されたハード
ディスクドライブの盗難。
・平成２８年１０月７日（金）、職員が業務時間終
了後に開催された職場の懇親会にてアルコー
ル飲料を摂取。帰宅途中の翌８日（土）の午前１
時ごろ、大宮駅西口ロータリーのベンチで居眠
りをした際に、鞄の中から財布とともに個人所有
のＨＤＤ（容量１TB）を盗難されたもの。
・盗難されたＨＤＤに記録されていた情報は、現
所属である公園課及び過去に所属した職場の
データで、個人情報を含む約１万７千ファイル。

事後
重大事故の発生により記載す
るもの。

平成29年10月25日

Ⅲリスク対策－７特定個人情
報の保管・消去－⑨過去３年
以内に、評価実施機関におい
て、個人情報に関する重大事
故が発生したか－再発防止策
の内容

―

本事案の発生を受け、データの外部持ち出し制
限等以下の取り組みを行うことで再発防止を目
指す。
・各課におけるＵＳＢメモリやハードディスクなど
の外部記録媒体の所持状況を調査。
・各課における外部記録媒体の管理方法（鍵付
き書庫等での保管、使用後のデータ削除を行う
等）について、情報セキュリティ監査での確認を
順次実施。
・端末管理ソフトによる外部記録媒体の利用制
限を実施。

事後
重大事故の発生により記載す
るもの。

平成30年11月15日

Ⅰ基本情報－７評価実施機関
における担当部署－②所属長
の役職名

納税課長　市村　清二、 税制課長　渡辺　洋一 納税課長、 税制課長 事後
評価書の様式変更であり、重
要な変更には該当しない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年11月15日

Ⅲリスク対策－７特定個人情
報の保管・消去－⑨過去３年
以内に、評価実施機関におい
て、個人情報に関する重大事
故が発生したか－その内容

・個人情報を含む情報資産が保存されたハード
ディスクドライブの盗難。
・平成２８年１０月７日（金）、職員が業務時間終
了後に開催された職場の懇親会にてアルコー
ル飲料を摂取。帰宅途中の翌８日（土）の午前１
時ごろ、大宮駅西口ロータリーのベンチで居眠
りをした際に、鞄の中から財布とともに個人所有
のＨＤＤ（容量１TB）を盗難されたもの。
・盗難されたＨＤＤに記録されていた情報は、現
所属である公園課及び過去に所属した職場の
データで、個人情報を含む約１万７千ファイル。

【ケース１】個人情報を含む情報資産が保存さ
れたハードディスクドライブの盗難。
・平成２８年１０月７日（金）、職員が職場の懇親
会にてアルコール飲料を摂取。帰宅途中の翌８
日（土）の午前１時ごろ、駅のロータリーで居眠
りをし、鞄の中から個人所有のＨＤＤ（容量１
TB）を盗まれた。
・盗難にあったHＤＤに記録されていた情報は、
現所属である公園課及び過去に所属した職場
のデータで、個人情報を含む約１万７千ファイル

【ケース２】公営競技事務所において、選手の
「賞金振込データ」が入ったＵＳＢメモリを紛失。
・平成２９年１１月１８日（土）、選手に支払う賞金
の振込みデータを、データの管理室でＵＳＢメモ
リに保存。クリアファイルに入れ、別棟にある事
務所にもどり、振込担当職員の机の上にファイ
ルを置いた。２０日（月）振込作業を行おうとし
て、ＵＳＢメモリがないことに気づいた。
・紛失したＵＳＢメモリに保存されていたデータ
は、対象選手のカナ氏名・振込金額など延べ
１，４５７名分（実人数３５２名分）

事後
重大事故の発生により追加記
載するもの。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年11月15日

Ⅲリスク対策－７特定個人情
報の保管・消去－⑨過去３年
以内に、評価実施機関におい
て、個人情報に関する重大事
故が発生したか－再発防止策
の内容

本事案の発生を受け、データの外部持ち出し制
限等以下の取り組みを行うことで再発防止を目
指す。
・各課におけるＵＳＢメモリやハードディスクなど
の外部記録媒体の所持状況を調査。
・各課における外部記録媒体の管理方法（鍵付
き書庫等での保管、使用後のデータ削除を行う
等）について、情報セキュリティ監査での確認を
順次実施。
・端末管理ソフトによる外部記録媒体の利用制
限を実施。

【ケース１】データの外部持ち出し制限等以下の
取り組みを行うことで再発防止を目指す。
・各課におけるＵＳＢメモリやハードディスクなど
の外部記録媒体の所持状況を調査。
・各課における外部記録媒体の管理方法（鍵付
き書庫等での保管、使用後のデータ削除を行う
等）について、情報セキュリティ監査での確認を
平成29年度までに実施。
・端末管理ソフトによる外部記録媒体の利用制
限を実施。

【ケース２】公営競技事務所において、以下の取
り組みを行うことで再発防止を目指す。
・個人情報が記録されている媒体を運搬する場
合は、鍵付きのケースに格納し、暗号化または
パスワードを設定する。
・振込処理終了後は媒体内のデータを消去す
る。
・個人情報が記録されている媒体の引継ぎに
は、複数の職員で対応し、引継ぎ業務の記録を
残す。
・保管場所を定め施錠管理を行う。

事後
重大事故の発生により追加記
載するもの。

令和1年9月18日
Ⅰ基本情報－1.特定個人情報
を扱う事務－②事務の概要

（本文及び１-８は省略）
９．中間サーバ接続端末を使用し、他団体から
得た情報を収納管理システム・滞納管理システ
ムへ手入力を行う。
１０．統合端末を使用し、他市町村の住民基本
台帳関連の情報を取得する。
１１．１０で得た情報を税宛名管理システムへ手
入力を行う。

（本文及び１-８は省略）
９．統合端末を使用し、他市町村の住民基本台
帳関連の情報を取得する。
１０.９で得た情報を税宛名管理システムへ手入
力を行う。

事後

事務内容の変更でなく、事務
の実情に記載内容を正したも
ので重要な変更に該当しな
い。

令和1年9月18日

Ⅰ基本情報－6.情報提供ネッ
トワークシステムによる情報連
携
①実施の有無

実施する 実施しない 事後

事務内容の変更でなく、事務
の実情に記載内容を正したも
ので重要な変更に該当しな
い。

令和1年9月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要－３.特定個人情報の入手
使用
②入手方法

紙・電子記録媒体・庁内連携システム・情報提
供ネットワークシステム

紙・電子記録媒体・庁内連携システム 事後

事務内容の変更でなく、事務
の実情に記載内容を正したも
ので重要な変更に該当しな
い。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和1年9月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要－５.特定個人情報の提供・
移転
⑥提供方法

情報提供ネットワークシステム・紙 紙 事後

事務内容の変更でなく、事務
の実情に記載内容を正したも
ので重要な変更に該当しな
い。

令和1年9月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要－４.特定個人情報ファイル
の取扱いの委託－⑥委託先
名

彩ネット株式会社 北日本コンピューターサービス株式会社 事後
委託業者の変更による、記載
内容の修正のため重要な変
更に該当しない

令和2年9月9日 － 別添「変更箇所一覧（令和２年度）」を参照 － 事後

令和4年3月2日

Ⅰ基本情報－ ２．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム－ ②シ
ステムの機能

（本文及び１、３－５は省略）
２．収納データの取り込み・管理機能
　納付書、口座振替、コンビニデータをもとにし
た一括処理での消込処理を行う機能。

（本文及び１、３－５は省略）
２．収納データの取り込み・管理機能
　納付書、口座振替、コンビニ納付、共通納税
データをもとにした一括処理での消込処理を行
う機能。

事後

事務内容の変更でなく、事務
の実情に記載内容を正したも
ので重要な変更に該当しな
い。

令和1年9月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要－４.特定個人情報ファイル
の取扱いの委託－⑥委託先
名

再委託する 再委託しない 事後
委託業者の変更による、記載
内容の修正のため重要な変
更に該当しない

令和1年9月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要－４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託－委託事項２
－⑥委託先名

株式会社セゾンパーソナルプラス 株式会社ケー・デー・シー 事後
委託業者の変更による、記載
内容の修正のため重要な変
更に該当しない

令和4年3月2日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要－３.特定個人情報の入手
使用
 －⑧使用方法

（本文及び１、３－５は省略）
２．収納データの取り込み・管理
　納付書、口座振替、コンビニデータをもとにし
た一括処理での消込処理を行う。

（本文及び１、３－５は省略）
２．収納データの取り込み・管理機能
　納付書、口座振替、コンビニ納付、共通納税
データをもとにした一括処理での消込処理を行
う機能。

事後

事務内容の変更でなく、事務
の実情に記載内容を正したも
ので重要な変更に該当しな
い。

令和4年3月2日 （別添１）事務の内容
（「納税者」から「収納管理システム」への矢印部
分）
金融機関・郵便局・コンビニエンスストア

（「納税者」から「収納管理システム」への矢印部
分）
金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・共通
納税システム

事後

事務内容の変更でなく、事務
の実情に記載内容を正したも
ので重要な変更に該当しな
い。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年3月2日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策－７.特定個人情報の保管・
消去－⑨過去３年以内に、評
価実施機関において、個人情
報に関する重大事故が発生し
たか

発生あり 発生なし 事後
事故発生から３年経過したた
め記載を削除するもの

令和4年3月2日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策－７.特定個人情報の保管・
消去－⑨過去３年以内に、評
価実施機関において、個人情
報に関する重大事故が発生し
たか－その内容

公営競技事務所において、選手の「賞金振込
データ」が入ったＵＳＢメモリを紛失。
・平成２９年１１月１８日（土）、選手に支払う賞金
の振込みデータを、データの管理室でＵＳＢメモ
リに保存。クリアファイルに入れ、別棟にある事
務所にもどり、振込担当職員の机の上にファイ
ルを置いた。２０日（月）振込作業を行おうとし
て、ＵＳＢメモリがないことに気づいた。
・紛失したＵＳＢメモリに保存されていたデータ
は、対象選手のカナ氏名・振込金額など延べ
１，４５７名分（実人数３５２名分）

－ 事後
事故発生から３年経過したた
め記載を削除するもの

令和4年3月2日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策－７.特定個人情報の保管・
消去－⑨過去３年以内に、評
価実施機関において、個人情
報に関する重大事故が発生し
たか－再発防止策の内容

公営競技事務所において、以下の取り組みを
行うことで再発防止を目指す。
・個人情報が記録されている媒体を運搬する場
合は、鍵付きのケースに格納し、暗号化または
パスワードを設定する。
・振込処理終了後は媒体内のデータを消去す
る。
・個人情報が記録されている媒体の引継ぎに
は、複数の職員で対応し、引継ぎ業務の記録を
残す。
・保管場所を定め施錠管理を行う。

－ 事後
事故発生から３年経過したた
め記載を削除するもの



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年3月1日 Ⅰ基本情報－２－(システム３) -
団体内統合宛名システム
（略） 事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日 Ⅰ基本情報－２－(システム５) -
中間サーバ
（略）

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日 Ⅰ基本情報－１－②

（本文及び１省略）
２．納税者からの納付額が課税額を超過してい
る場合、還付するため、納税者へ過誤納還付通
知書を送付する。
３．納税者が納期限に課税額の納付がない場
合、納税者に対して督促・催告を行う。
４．滞納者の滞納処分に必要な情報を取得する
ため、他機関に実態調査を行う。
５．督促後、納税者からの納付がない場合は、
滞納整理を執行する。
６．催告対象者のデータを納税催告センターに
提供し、催告を行う。また、催告結果を催告セン
ターから受領し、折衝等の結果を滞納整理シス
テムに入力を行う。
７．督促状・催告書発送対象者となる納税者の
データを委託業者へ送付し、督促状発送対象者
の帳票作成・印刷業務を依頼する。
８．納税者は川口市に口座振替の申し込みを
し、川口市は口座振替を行い、その結果を納税
者へ通知する。
９．統合端末を使用し、他市町村の住民基本台
帳関連の情報を取得する。
１０．.９で得た情報を税宛名管理システムへ手
入力を行う。

（本文及び１省略）
２．納税者からの納付に過誤納がある場合、過
誤納金を還付するため、納税者へ過誤納還付
通知書を送付し、納税者は川口市に口座振替
依頼書を返送する。
３．２で得た口座情報を基に納税者へ過誤納還
付金を振り込む。公金受取口座を希望する場合
は中間サーバ接続端末を使用し、口座登録・連
携ファイル関係情報を取得する。
４．納税者が納期限に課税額の納付がない場
合、納税者に対して督促・催告を行う。
５．滞納者の滞納処分に必要な情報（他機関の
滞納状況、財産等）を取得するため、他機関に
実態調査を行う。
６．督促後、納税者からの納付がない場合は、
滞納処分を執行する。
７．催告対象者のデータを納税催告センターに
提供し、催告を行う。また、催告結果を納税催告
センターから受領し、折衝等の結果を滞納整理
システムに入力を行う。
８．督促状・催告書発送対象者となる納税者の
データを委託業者へ送付し、対象者の帳票作
成・印刷業務を依頼する。
９．納税者は川口市に口座振替の申し込みを
し、川口市は口座振替を行い、その結果を納税
者へ通知する。
１０．統合端末を使用し、他市町村の住民基本
台帳関連の情報を取得する。
１１．１０で得た情報を税宛名管理システムへ手
入力を行う。

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年3月1日 （別添１）事務内容 ・図、備考（略） ・図、備考（略）を変更 事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（１）－２－⑥事務担当部署

納税課 納税課、税制課 事後 現行の運用に合わせた変更。

令和5年3月1日 Ⅰ基本情報－６－② 実施しない 実施する 事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日 Ⅰ基本情報－６－② -

【別表第２における情報提供】
・番号法第１９条第７号（別表第２の第３欄（情報
提供者）が「市町村長」のうち、第４欄（特定個人
情報）に「地方税法その他の地方税に関する法
律に基づく条例の規定により算定した税額若し
くはその算定の基礎となる事項に関する情報」
が含まれる項）
１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２３、２６、
２７，２８、２９、３１、３４、３５、３７、３９、４０、４
２、４８、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、
６５、６６、６７、７０、７１、７４、８０、８４、８７、９
１、９２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０
７、１０８、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０
の項

【別表第２における情報照会】
・番号法第１９条第７号（別表第２の第１欄（情報
照会者）が「市町村長」のうち、第２欄（事務）の
「地方税法その他のその他の地方税に関する
法律及びこれらの法律に基づく条令に関する事
務であって主務省令で定めるもの」を処理する
ために第３欄（情報提供者）に対し、第４欄（特
定個人情報）の提供を求めることができるとされ
ている項）
２７の項

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年3月1日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（１）－６－①

生体認証を行っている電算機室のオートロック
扉の内部。サーバへのアクセスにはID、パス
ワードの認証が必要。

＜川口市における措置＞
生体認証を行っている電算機室のオートロック
扉の内部。サーバへのアクセスにはID、パス
ワードの認証が必要。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームはデータセンター
に設置しており、データセンターへの入館及び
サーバ室への入室を厳重に管理する。
・特定個人情報は、サーバ室に設置された中間
サーバのデータベース内に保存され、バックアッ
プもデータベース上に保存される。

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（１）－６ ③

・サーバ上の収納データは、システム内で年に
１度削除処理を実行する。
・紙媒体は、文書規程で定められた保存年限を
経過したものについて、溶解廃棄処分を行う。

＜川口市における措置＞
・サーバ上の収納データは、システム内で年に
１度削除処理を実行する。
・紙媒体は、文書規程で定められた保存年限を
経過したものについて、溶解廃棄処分を行う。
・委託業務で使用した電子記録媒体については
物理的に破壊する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年3月1日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（２）－６－①

生体認証を行っている電算機室のオートロック
扉の内部。サーバへのアクセスにはID、パス
ワードの認証が必要。

＜川口市における措置＞
生体認証を行っている電算機室のオートロック
扉の内部。サーバへのアクセスにはID、パス
ワードの認証が必要。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームはデータセンター
に設置しており、データセンターへの入館及び
サーバ室への入室を厳重に管理する。
・特定個人情報は、サーバ室に設置された中間
サーバのデータベース内に保存され、バックアッ
プもデータベース上に保存される。

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日
Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（２）－６－③

・サーバ上の収納データは、システム内で年に
１度削除処理を実行する。
・紙媒体は、文書規程で定められた保存年限を
経過したものについて、溶解廃棄処分を行う。

＜川口市における措置＞
・サーバ上の収納データは、システム内で年に
１度削除処理を実行する。
・紙媒体は、文書規程で定められた保存年限を
経過したものについて、溶解廃棄処分を行う。
・委託業務で使用した電子記録媒体については
物理的に破壊する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用し
て完全に消去する。

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年3月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策－６

[　〇　]接続しない(入手）
[　〇　]接続しない(提供）

[　　 　]接続しない(入手）
[　　 　]接続しない(提供）
（略）

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日
Ⅳその他のリスク対策－１－
①－具体的なチェック方法

年１回、各部署においてチェックリストによる自
己点検を実施し、職員等による運用状況を確認
している。

＜川口市における措置＞
年１回、各部署においてチェックリストによる自
己点検を実施し、職員等よる運用状況を確認し
ている。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバ・プラット
フォームの運用に携わる職員及び事業者に対
し、定期的に自己点検を実施している。

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策－４．特定個人情報ファイ
ルの取り扱いの委託－情報保
護管理体制の確認

・外部委託業者を選定する際、委託内容に応じ
て、個人情報保護方針の策定、プライバシー
マーク等の個人情報保護や対策を目的として公
共機関の認定・認証を取得しているか等を確認
している。
・入札の通知を発送する際に、個人情報の保護
に関する法律、川口市個人情報保護条例等を
遵守し、個人情報の保護に関し必要な措置を講
じ、適正な管理を行うことを書面にて通知してい
る。
・契約時には本契約とは別の秘密保持契約書
を取り交わし、業務従事者名簿を提出すること
としている。

・外部委託業者を選定する際、委託内容に応じ
て、個人情報保護方針の策定、プライバシー
マーク等の個人情報保護や対策を目的として公
共機関の認定・認証を取得しているか等を確認
している。
・入札の通知を発送する際に、個人情報の保護
に関する法律等を遵守し、個人情報の保護に関
し必要な措置を講じ、適正な管理を行うことを書
面にて通知している。
・契約時には本契約とは別の秘密保持契約書
を取り交わし、業務従事者名簿を提出すること
としている。

事前
令和5年4月1日施行の個人情
報の保護に関する法律改正に
伴う変更

令和5年3月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策－５

[　〇　]提供・移転しない
[　　 　]提供・移転しない
（略）

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年3月1日 Ⅳその他のリスク対策－３ 　－

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ・プラットフォームを活用することに
より、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシーの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減、及び技術力の高い運用担当者による均一
的で安定したシステム運用・監視を実現する。

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ－１．特
定個人情報の開示・訂正・利
用停止請求－②請求方法

川口市個人情報保護条例第１４条第1項、第２４
条第１項及び第２８条の３に基づき、請求書に
必要事項を記載し、上記①へ提出。

個人情報の保護に関する法律第７６条第１項、
第９０条第１項及び第９８条第１項に基づき、請
求書に必要事項を記載し、上記①へ提出。

事前
令和5年4月1日施行の個人情
報の保護に関する法律改正に
伴う変更

令和5年3月1日
Ⅳその他のリスク対策－１－
②－具体的な内容

川口市情報セキュリティ監査実施要綱に基づ
き、中期計画及び年度計画を策定し、情報セ
キュリティ対策の監査を実施することとしてい
る。
また、特定個人情報の取扱いに係る監査を定
期的に行うこととしている。

＜川口市における措置＞
川口市情報セキュリティ監査実施要綱に基づ
き、中期計画及び年度計画を策定し、情報セ
キュリティ対策の監査を実施することとしてい
る。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバ・プラット
フォームについて、定期的に監査を行うこととし
ている。

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。

令和5年3月1日
Ⅳその他のリスク対策－２－
具体的な方法

・職員に対して、情報セキュリティポリシーに基
づく研修や、個人情報保護に関する研修を実施
している。
・委託業者に対しては、契約内容に秘密保持に
関する規定を設けている。
・特定個人情報の取扱いに係る研修実施後、マ
イナンバー理解度テストを実施している。

＜川口市における措置＞
・職員に対して、情報セキュリティポリシーに基
づく研修や、個人情報保護に関する研修を実施
している。
・委託業者に対しては、契約内容に秘密保持に
関する規定を設けている。
・特定個人情報の取扱いに係る研修実施後、マ
イナンバー理解度テストを実施している。
＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる
職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を
実施することとしている。
・中間サーバ･プラットフォームの業務に就く場
合は、運用規則等について研修を行うこととして
いる。

事前

公金給付支給等口座登録制
度開始に伴う変更
特定個人情報の漏洩等のリス
クに変動は無いため重要な変
更には該当しない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年3月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ－１．特
定個人情報の開示・訂正・利
用停止請求－②請求方法－
特記事項

－
川口市ホームページ上に、請求先、請求方法、
請求書様式等を掲載（令和5年4月1日～）。

事前
令和5年4月1日施行の個人情
報の保護に関する法律改正に
伴う変更


